
議
第
四
十
一
号

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関

す
る
条
例
に
つ
い
て

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
二
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関

す
る
条
例

（
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
三
十
の
項
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
」
を
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を

第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
八
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
四

号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で

を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
」
を
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
九
十
三

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と

し
、
同
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
十
二
号
と
し
、
同

項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
項
市
町
村
又
は
広
域
連
合
の
欄
中
「
第
二
十
四
号
」
を
「
第
二
十

二
号
」
に
、
「
第
二
十
五
号
」
を
「
第
二
十
三
号
」
に
改
め
る
。

（
岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
は
、
」
の
下
に
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
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号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
」
を

加
え
る
。

（
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
九
の
表
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
」
を
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規

制
法
の
」
に
改
め
、
同
表
一
の
項
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

説

明

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
規
定
の
整
理
を
行
う
た
め
、
こ

の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。


